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　児童手当法の改正により、本年10月分（12月支給分）から制度が拡充されます。
　対象児童がいる世帯に案内を送付しますので、申請が必要な人は早めに手続きをし
てください。

●制度改正の内容
⑴所得制限の撤廃
⑵�支給対象児童の年齢を「中学生（15歳到達後の最
初の年度末まで）」から「高校生年代（18歳到達後
の最初の年度末まで）」に延長
⑶�第３子以降の手当額（多子加算）を月１万５千円か
ら月３万円に増額
⑷�多子加算の算定に含める対象の年齢を「18歳到達
後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初
の年度末まで」に延長
⑸支給回数を年３回から年６回（偶数月）に変更
●申請が必要な人
　次のア～エのいずれかに該当する人は、申請が必要
です。
ア�　所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当
を受給していない人
イ　高校生年代の児童のみを養育している人

　※�受給者と支給対象児童の住所が異なる場合は案内
を送付していませんので、問い合わせてください。

ウ�　児童手当または特例給付を受給していて、多子加
算の算定児童に登録されていない高校生年代の児童
を養育している人
エ�　児童手当または特例給付を受給していて、児童と兄
姉等（18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到
達後の最初の年度末まで）の合計が３人以上となる人
※�児童手当または特例給付を受給している人で、支給
対象児童および多子加算の算定児童に変わりがない
人は申請不要です。
※�公務員の人は、支給元となる職場へ問い合わせてく
ださい。
●申請期限　令和７年３月31日㊊まで
※�期限までに申請があった場合は令和６年10月分か
ら適用となりますが、期限を過ぎた場合は申請した
日の翌月分からの該当となりますのでご注意ください。

詳しくは

児童手当の制度が改正されます�  申し込み・問合せ…こども家庭センター（☎025-520-5726）

●下水道の役割
①公衆衛生の向上
　トイレなどから流れる汚水を下水道
管で処理場に運び、微生物の働きなど
できれいな水にしてから川や海に戻す
ことでまちを衛生的に保ちます。
②大雨による災害の防止　
　浸水被害を軽減するために、雨水を
排水する雨水管や排水ポンプを整備し
ています。
　また、排水路の水位観察を行い、情
報を提供しています。

●市民の皆さんへお願い
○下水道の正しい使用　
　排水溝やトイレに、料理に使った油や野菜くず、髪
の毛やティッシュペーパーなどの水に溶けないものを
流すと、下水管の詰まりや機械の故障の原因となりま
すので、適切な使用をお願いします。
○下水道への接続　
　下水道の整備が終わったら、おおむね１年以内に（く
み取り式トイレを使用の場合は３年以内）に下水道へ
の接続をお願いします。
●下水道センターの施設見学・出前授業を随時受付中
　総合学習などにお役立てください。

●バスの日フェスタ2024
　９月20日の「バ
スの日」にちなみ、
路線バスの展示（運
転席で記念撮影可）、
バスの車体へのぬり
絵、保育園児が描い
たバスの絵の展示な
どを行います。
時９月14日㊏午前10時～午後３時　所直江津ショッ
ピングセンターエルマール

●ワンコインバス乗車体験キャンペーン
　フェスタ当日は、市内の路線バスなどが乗車１回当
たり100円（小学生50円、市営バスは未就学児無料）
で利用できます。
対頸城自動車㈱・くびき野バス㈱・頸北観光バス㈱・
頸南バス㈱・東頸バス㈱が運行する市内の路線バス、
大島・板倉・清里・名立の各区内を運行する市営バス
（フェスタ当日に運行する路線のみ）　※高速バス、佐
渡汽船連絡バス、観光バスは除く　問頸城自動車㈱（☎
025-543-3178）または交通政策課（☎025-520-
5633）

９月10日は「下水道の日」～衛生的な暮らしを守り災害を防ぐ下水道～
 問合せ…生活排水対策課（☎025-520-5793）

９月20日は日本で初めてバスが運行された「バスの日」です
 問合せ…交通政策課（☎025-520-5633）

水位観測情報

クマムシ
汚れをたべる微生物


